
 

 

平成２３年６月１６日 

原子力安全・保安院 

「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の 

当面の取扱いに関する考え方」について 

 

 

 

   

原子力災害対策本部では、東日本を中心とする各都県において浄水発生土、

下水汚泥等から放射性物質が検出されていることを受け、原子力安全委員会の

決定等を踏まえ、脱水汚泥等の当面の取扱方針に関する関係府省での検討結果

をとりまとめ、関係各省に通知しました。 

 

 

１．焼却・溶融処理について、焼却時に放射能濃度が継続して高い場合には、

集塵装置の適切な能力の確保が必要等としています。 

 

２．保管について、放射性セシウム濃度が 10 万 Bq/kg 以下の汚泥等は、住宅地

等と適切な距離を保った上で、管理型処分場に仮置きができるとしています。 

 

３．処分について、放射性セシウム濃度が８千 Bq/kg 以下であれば、跡地を居

住等に利用しない前提で、埋立処分できるとしています。 

 

４．再利用について、他の原料との混合等を考慮し、市場に流通する前にクリ

アランスレベル以下になる物は利用可能としています。 



 

                      

 
 

 （本発表資料のお問い合わせ先） 

  【国土交通省】 

   都市・地域整備局下水道部下水道企画課 

（下水道・汚泥等に関すること） 

   担当者：白崎、岩崎（内線３４１６２） 

   電話：０３－５２５３－８１１１（代表） 

  【厚生労働省】 

   健康局水道課（水道・浄水発生土に関すること） 

   担当者：名倉、梁瀬（内線４０１３） 

   電話：０３－５２５３－１１１１（代表） 

   労働基準局安全衛生部労働衛生課 

（労働者の安全確保に関すること） 

担当者：安井、片野（内線５４９８） 

電話：０３－５２５３－１１１１（代表） 

【農林水産省】 

農村振興局整備部農村整備官付（集落排水に関すること） 

 担当者：佐藤、山岸（内線５５１２） 

 電話：０３－３５０２－８１１１（代表） 

【環境省】 

大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 

（管理型処分場に関すること） 

担当者：山縣、佐川（内線６８７５） 

電話：０３－３５８１－３３５１（代表） 

 【経済産業省】 

  経済産業政策局産業施設課（工業用水道に関すること） 

  担当者：狩野（内線２７８１～７） 

  電話：０３－３５０１－１６７７ 

  製造産業局住宅産業窯業建材課（セメントに関すること） 

  担当者：黒田、荒木（内線３７６１～６） 

  電話：０３－３５０１－１５１１ 

【原子力安全・保安院】（その他原子力災害に関すること） 

原子力安全広報課 渡邊、小山田 

電話：０３－３５０１－１５０５ 

   ０３－３５０１－５８９０ 

 


